
を募集！

岐阜県では、障がい者の農業分野での活躍や社会参画に向けた取組である
「農福連携」を推進しています。

県内の「農福連携」で生産された農産物・加工品等（ノウフク商品）を積極的に
取り扱う「ぎふノウフクサポーター」になって、農福連携を応援しましょう！！

サポーター
の役割

サポーター
の要件

▶ ノウフク商品の取り扱いへの協力

（販売だけでなく、プレゼントキャンペーンの活用や従業員への配布等、福利厚生にも是非）

▶ ノウフク商品の消費者ＰＲへの協力

▶ 県が開催するイベントへの協力

▶ ＳＮＳでの情報発信 など、できる範囲で結構です

▶ ノウフク商品を取り扱う意向を有する企業、団体、個人事業主※

であること
※製造業、卸売・仲卸・小売・飲食業、サービス業、消費者グループ等

▶ 登録証を交付します
▶ 県ホームページでサポーターを紹介します
▶ 農福連携に関する情報を提供します
▶ ノウフク商品のサンプルを提供します
▶ 販売ＰＲグッズ（のぼり等）を提供します

登録申込書に必要事項を記入のうえ、下記まで提出してください。

岐阜県 農政部 農業経営課 就農支援係
TEL 058-272-1111(内線4091、4087) FAX 058-278-2686
E-mail：c11419@pref.gifu.lg.jp

申込方法 岐阜県公式サイト

問合せ

＜ぎふノウフクサポーターに登録いただくと・・・＞
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